
     宗   像   市   ・   玄   海   町   現   況   課   題   調   査   票

［　様　式　１　］

4 小委員会 都市産業小委員会

7 協議項目 農業委員会の定数及び任期の取扱い

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 課                  題

（１）委員の構成 （１）委員の構成  （選挙による委員の定数）
 農業委員会等に関する法律施行令（昭和26年政78号）第2条の2の

①委員の定数 ①委員の定数  規定では30人以下
 現状  宗像市13人  玄海町14人  計27人  

委  員  の  構  成 委  員  数 委  員  の  構  成 委  員  数  法規定以下であるが検討の要あり
選  挙  に  よ  る  委  員 13 名 選  挙  に  よ  る  委  員 14 名
法 第 1 2 条 1 号 委 員 1 名 法 第 1 2 条 1 号 委 員 1 名  （選任による委員の定数）
法 第 1 2 条 2 号 委 員 4 名 法 第 1 2 条 2 号 委 員 1 名  農業委員会等に関する法律（昭和26年法88号）第12条1号に規定

計 18 名 計 16 名  農業協同組合推薦委員の定数  1名
 現状  宗像市  1人、玄海町  1人、計2人  （1人の減が必要）
 農業委員会等に関する法律（昭和26年法88号）第12条2号に規定
 議会推薦委員の定数  5人以内

②  部会の委員数 ②  部会の委員数  現状  宗像市 ４人、玄海町  1人、計  ５人

部        会        名 委  員  数 部        会        名 委  員  数  （部会）
農    政    部    会 6 名 農    政    部    会 6 名  農業委員会等に関する法律（昭和26年法88号）第19条２第10項に関する
研    修    部    会 6 名 農    地    部    会 6 名  規定    選挙による委員の定数が20人以下の場合  部会を置かない
広    報    部    会 6 名  現状  任意の部会の設置  宗像市  3部会、玄海町  2部会

 ※ 選挙による委員の定数の検討と併せ検討の要あり

③  農業委員会委員補助員 45 名 ③  農業委員会委員補助員 0 名  宗像市農業委員補助員設置規則（昭和56年農業委員会規則第3号）の
 規定に基づき設置。玄海町未設置。

（２）任期、報酬 （２）任期、報酬

① 任期 平成13年4月6日 ① 任期 平成13年5月17日

② 委員報酬・費用弁償 ② 委員報酬・費用弁償
区  分 報    酬    額 区  分 報    酬    額  報酬・費用弁償額の差。
会      長 月額 41,000 円 会      長 月額 26,500 円  報酬の支給要件－任期途中の就任・退任時の報酬額の支給内容
 副  会  長 月額 37,000 円  副  会  長 月額 24,500 円  宗像市－日割り計算   玄海町－月額（全額）支給
 委       員 月額 34,000 円  委       員 月額 21,500 円

費用弁償  1日 2,000 円 費用弁償  1日 1,500 円


